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様式第3号(第12条関係) 

審議会等の会議の記録 

会 議 の 名 称 令和７年度第２回伊勢崎市自立支援協議会（全体会） 

開 催 日 時 令和７年６月３０日（月）午後２時００分～午後３時２０分 

開 催 場 所 障害者センター ２階多目的室 

出 席 者 氏 名 

（委員） 

奥寺会長、澁澤副会長、荻野委員、三澤委員、岡部委員、 

渡辺委員、小林委員、岡田委員、髙山委員、本島委員、 

吉田委員、須斎委員、関口委員、塚原委員、水谷委員、 

栗田委員、藤江委員、遠藤委員 

（事務局） 

障害福祉課 関根課長、深澤課長補佐兼障害政策係長、  

潮来主査、松本主任 

 障害者センター 北嶋所長、岩立主査、児島主査 

 障害者基幹相談支援センター 藤井相談員、南雲相談員、 

齋藤相談員、小池相談員 

傍 聴 人 数  ０人 

会 議 の 議 題 

 

１ 報告事項 

⑴ 令和６年度伊勢崎市自立支援協議会の活動状況について 

⑵ 令和６年度相談支援事業の実績について 

⑶ 第７期伊勢崎市障害福祉計画・第３期伊勢崎市障害児福祉

計画の進捗状況について 

⑷ 令和７年度伊勢崎市自立支援協議会の体制について  

２ 協議事項 

⑴ 第７期伊勢崎市障害福祉計画・第３期伊勢崎市障害児福祉

計画の指標の見直しについて 

⑵ 指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者へ

の実地指導の実施について     

⑶ 地域生活支援事業等の見直しについて   

⑷ 心のサポーター養成事業について 

⑸ 日中サービス支援型共同生活援助事業所の評価について  

⑹ 伊勢崎市子ども・子育て会議委員の推薦について 

３ その他  

⑴ 就労選択支援事業への対応について 

⑵ 手話に関する施策の推進に関する法律の制定について 

⑶ 共同生活援助における地域連携推進会議の設置義務化につ

いて 

⑷ 障害福祉課関係の主なイベントの開催案内 
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会 議 資 料 の 内 容 

 

資料１   令和６年度伊勢崎市自立支援協議会活動状況 

資料２   伊勢崎市障害者基幹相談支援センター体制 

資料２－２ 障害者相談支援事業実績 

資料３   第７期伊勢崎市障害福祉計画・第３期伊勢崎市障害 

児福祉計画進捗状況 

資料４   令和７年度伊勢崎市自立支援協議会組織図 

資料４－２ 運営会議及び特定課題会委員名簿 

資料５   第７期伊勢崎市障害福祉計画・第３期伊勢崎市障害 

児福祉計画における指標の見直しついて 

資料６   令和７年度実地指導実施日程（案） 

資料７   令和７年度地域生活支援事業等の見直しについて  

資料８   心のサポーター養成講座の実施について 

資料８－２ 心のサポーター養成講座民生委員・児童委員受講 

計画 

資料８－３ 厚生労働省通知（心のサポーター養成事業） 

資料９   日中サービス支援型共同生活援助における協議会の

評価 

資料９－２ 共同生活援助日中サービス支援型事業実施状況 

報告書・評価シート（Ｒ６） 

資料９－３ 個別支援計画書 

資料１０  伊勢崎市子ども・子育て会議委員の推薦について  

資料１１  就労選択支援のご案内 

資料１２  手話に関する施策の推進に関する法律（概要）  

資料１２－２手話に関する施策の推進に関する法律 

資料１３  共同生活援助における支援の質の確保 

（地域との連携）  

 

その他   ・令和６年度第３回伊勢崎市自立支援協議会全体会 

会議録 

・令和７年度第１回伊勢崎市自立支援協議会全体会 

会議録 

・第３回伊勢崎こどもEXPOチラシ 

・令和６年度伊勢崎市手をつなぐ育成会の事業報告 

について 

   ・伊勢崎市手をつなぐ育成会会報 

   ・賛助会員募集のご案内 

会 議 に お け る

議 事 の 経 過

及び発言の要旨 

 

１ 開会 

 

２ 会長挨拶 

 

３ 報告事項 

 

⑴ 令和６年度伊勢崎市自立支援協議会の活動状況につい 

【資料１】 

 

会 長  報告事項の１番目、「令和６年度 伊勢崎市自立支援

協議会の活動状況」について、事務局より説明をお願い

します。 
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事務局 ・ 運営会議、相談支援部会、精神障害地域包括ケアシ

ステム構築検討部会、地域生活支援拠点等整備部会、

こども支援部会の令和６年度の活動状況について、各

担当より資料に沿って説明。 

 

会 長  ただいまの事務局の説明について、委員の皆様からご

質問やご意見はございますか。 

 

委 員  ［特になし］ 

 

⑵ 令和６年度 相談支援事業の実績について 

【資料２】 

 

会 長  報告事項の２番目、「令和６年度 相談支援事業の実

績」について、事務局より説明をお願いします。 

 

事務局 ・ 令和７年６月３０日現在、８法人１１名の体制で伊

勢崎市障害者基幹相談支援センターの運営を行ってい

る。 

    ・ 医療法人原会については、昨年度までは契約を締結

していたが、法人の都合により職員の派遣が難しいと

のことで、現在は契約を締結していない。本年度中に

職員体制が整い次第、法人と協議の上、基幹の業務に

携わっていただく予定となっている。 

    ・ 令和６年度の相談支援事業実績について、担当より

資料に沿って説明。 

 

会 長  ただいまの事務局の説明について、委員の皆様からご

質問やご意見はございますか。 

 

委 員  ［特になし］ 

 

⑶ 第７期伊勢崎市障害福祉計画・第３期伊勢崎市障害児福祉

計画の進捗状況について 

【資料３】 

 

会 長  報告事項の３番目、「第７期伊勢崎市障害福祉計画・

第３期伊勢崎市障害児福祉計画の進捗状況」について、

事務局より説明をお願いします。 

 

事務局 ・ 第７期伊勢崎市障害福祉計画と第３期伊勢崎市障害

児福祉計画が令和６年度からスタートした。 

    ・ 令和６年度の実績と計画値に乖離があった部分、特

徴的な傾向を示した部分等を説明。 

 

会 長  ただいまの事務局の説明について、委員の皆様からご

質問やご意見はございますか。 

 

委 員  ［特になし］ 
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⑷ 令和７年度伊勢崎市自立支援協議会の体制について 

【資料４】 

 

会 長  報告事項の４番目、「令和７年度伊勢崎市自立支援協

議会の体制」について、事務局より説明をお願いしま

す。 

 

事務局 ・ 自立支援協議会は、全体会の下部組織として運営会

議を設置しており、その配下に５つの特定課題会（相

談支援部会・精神障害地域包括ケアシステム構築検討

部会・地域生活支援拠点等整備部会・こども支援部

会・権利擁護部会）や障害者就労支援協議会を設置

し、特定の課題に対して個別に協議を行い、障害者の

地域移行の促進や自立の支援、障害者の一般就労の促

進に向けて取り組んでいる。 

    ・ 運営会議と特定課題会の委員体制が固まったため報

告する。 

 

会 長  ただいまの事務局の説明について、委員の皆様からご

質問やご意見はございますか。 

 

委 員  ［特になし］ 

 

４ 協議事項 

 

⑴ 第７期伊勢崎市障害福祉計画・第３期伊勢崎市障害児福祉

計画の指標の見直しについて 

【資料５】 

 

会 長  協議事項の１番目、「第７期伊勢崎市障害福祉計画・

第３期伊勢崎市障害児福祉計画の指標の見直し」につい

て、事務局より説明をお願いします。 

 

事務局 ・ 第３次伊勢崎市総合計画の指標と第７期伊勢崎市障

害福祉計画、第３期伊勢崎市障害児福祉計画の指標や

計画値の整合性を図るため、計画の一部を修正するこ

とについて説明。 

 

会 長  ただいまの事務局の説明について、委員の皆様からご

質問やご意見はございますか。 

 

委 員  ［特になし］ 

 

会 長  それでは、「第７期伊勢崎市障害福祉計画・第３期伊

勢崎市障害児福祉計画の指標の見直し」について、ご承

認いただけるようでしたら拍手をお願いします。 

 

委 員  ［拍手］ 
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会 長  多くの拍手をいただきましたので、本件については承

認されました。 

 

⑵ 指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者 

への実地指導の実施について  

【資料６】 

 

会 長  「指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事

業者への実地指導の実施」について、事務局より説明を

お願いします。 

  

事務局 ・ 指定特定相談支援事業者・指定障害児相談支援事業

者に対する実地指導を昨年度から開始し、６事業所に

対し、実地指導を行った。 

    ・ 伊勢崎市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に

支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業者

及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者指

導監査規程において、３年で全ての市内の事業所を実

地指導する旨が規定されていることから、本年度につ

いては、資料に記載している８事業所に対して実地指

導を行う予定となっている。 

 

会 長  ただいまの事務局の説明について、委員の皆様からご

質問やご意見はございますか。 

 

委 員  ［特になし］ 

 

会 長  それでは、「指定特定相談支援事業者及び指定障害児

相談支援事業者への実地指導の実施」について、ご承認

いただけるようでしたら拍手をお願いします。 

 

委 員  ［拍手］ 

 

会 長  多くの拍手をいただきましたので、本件については承

認されました。 

 

⑶ 地域生活支援事業等の見直しについて  

                       【資料７】 

 

会 長  協議事項の３番目、「地域生活支援事業等の見直し」

について、事務局より説明をお願いします。 

 

事務局 ・ 地域の状況に応じて実施する地域生活支援事業を効

果的かつ効率的に実施するとともに、持続可能な事業

となるように、本年度、利用者や事業者のニーズを踏

まえて特定課題会や関係機関との調整の上、見直しを

行う予定となっている。 

    ・ 移動支援事業や登録介護者事業、サービスステー

ション事業のほか、地域生活支援事業における利用者

負担上限額の設定、医療的ケア児等総合支援事業の見
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直しについて、特定課題会での協議や利用者、事業者

等との意見交換を行い、全体会で制度改正の素案につ

いてご協議いただいた後、必要な予算措置を行った上

で事業所等への周知や制度改正の実施を行い、来年４

月を目標に実施したいと考えている。 

 

会 長  ただいまの事務局の説明について、委員の皆様からご

質問やご意見はございますか。 

 

委 員  ［特になし］ 

 

会 長  それでは、「地域生活支援事業等の見直し」につい

て、事務局の方でスケジュールに沿って手続きを進め、

適宜、協議会へ報告をお願いします。 

 

⑷ 心のサポーター養成事業について 

【資料８】 

 

会 長  協議事項の４番目、「心のサポーター養成事業」につ

いて、事務局より説明をお願いします。 

 

事務局 ・ 令和６年度にモデル事業として心のサポーター養成

講座を実施し、３８名の民生委員・児童委員に受講し

ていただいた。 

    ・ 厚生労働省の方針が示されている中で、心のサポー

ターを令和６年度からの１０年間で１００万人まで増

やす計画となっている。 

    ・ ７月中に計５回、講座を実施し、１０６人の民生委

員・児童委員等に受講していただく予定となってい

る。 

    ・ 今後、講座を計画的に実施できるように、精神障害

地域包括ケアシステム構築検討部会で検討していく予

定となっている。 

 

会 長  ただいまの事務局の説明について、委員の皆様からご

質問やご意見はございますか。 

 

委 員  ［特になし］ 

 

会 長  それでは、「心のサポーター養成事業」について、ご

承認いただけるようでしたら拍手をお願いします。 

 

委 員  ［拍手］ 

 

会 長  多くの拍手をいただきましたので、本件については承

認されました。 
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⑸ 日中サービス支援型共同生活援助事業所の評価について 

【資料９】 

 

会 長  協議事項の５番目、「日中サービス支援型共同生活援

助事業所の評価」について、事務局より説明をお願いし

ます。 

 

事務局 ・ 日中サービス支援型共同生活援助事業者は、サービ

スの提供に当たっては、協議会等に対して定期的に事

業の実施状況等を報告し、評価を受けるとともに、協

議会等から必要な要望、助言等を聴く機会を設けなけ

ればならないとされている。 

    ・ 各事業所から提出された評価シート等をご確認いた

だき、ご意見等があれば、障害福祉課までご連絡いた

だきたい。 

 

会 長  ただいまの事務局の説明について、委員の皆様からご

質問やご意見はございますか。 

 

委 員  ［特になし］ 

 

会 長  それでは、「日中サービス支援型共同生活援助事業所

の評価」について、ご承認いただけるようでしたら拍手

をお願いします。 

 

委 員  ［拍手］ 

 

会 長  多くの拍手をいただきましたので、本件については承

認されました。 

 

 

⑹ 伊勢崎市子ども・子育て会議委員の推薦について 

【資料１０】 

 

会 長  協議事項の６番目、「伊勢崎市子ども・子育て会議委

員の推薦」について、事務局より説明をお願いします。 

 

事務局 ・ 伊勢崎市子ども・子育て会議について、令和５年度

から当協議会より委員を推薦している。 

    ・ 令和５年度から令和６年度については、伊勢崎市障

害者基幹相談支援センターの小暮絵美氏を推薦させて

いただいたが、事務局としては令和７年度から令和８

年度についても、引き続き同氏を推薦したい。 

 

会 長  ただいまの事務局の説明について、委員の皆様からご

質問やご意見はございますか。 

 

委 員  ［特になし］ 

 

会 長  それでは、「伊勢崎市子ども・子育て会議委員の推
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薦」について、ご承認いただけるようでしたら拍手をお

願いします。 

 

委 員  ［拍手］ 

 

会 長  多くの拍手をいただきましたので、本件については承

認されました。 

 

５ その他 

 

⑴  就労選択支援事業への対応について 

【資料１１】 

 

会 長  その他の事項の１番目、「就労選択支援事業への対

応」について、事務局より説明をお願いします。 

 

事務局 ・ 就労選択支援の運用が令和７年１０月から開始する

ことに伴い、新たに就労継続支援Ｂ型を利用する意向

がある場合は、就労選択支援をあらかじめ利用するこ

ととされている。近隣に就労選択支援事業所がない場

合や利用可能な就労選択支援事業所数が少なく、就労

選択支援を受けるまでに待機期間が生じる場合は、就

労移行支援事業所等による就労アセスメントを経た就

労継続支援Ｂ型の利用を認めるとのただし書が記載さ

れている。本市としては、このただし書を適用して、

今までと変わらず、アセスメントによっての就労継続

支援Ｂ型への利用を認める方向で考えている。 

    ・ 今後、伊勢崎市障害者就労支援協議会等でも意見交

換しながら、方針を固めた上で、関係機関や関係団体

へ周知したいと考えている。 

 

会 長  ただいまの事務局の説明について、委員の皆様からご

質問やご意見はございますか。 

 

委 員  ［特になし］ 

 

⑵ 手話に関する施策の推進に関する法律の制定について 

【資料１２】 

 

会 長  その他の事項の２番目、「手話に関する施策の推進に

関する法律の制定」について、事務局より説明をお願い

します。 

 

事務局 ・ ６月に国会で手話に関する施策の推進に関する法律

が制定された。 

・ これまでは自治体が先行して手話言語条例を制定

し、手話の普及促進に取り組んできたが、手話を必要

とする人の支援や学校における手話教育の推進などが

法律として定められた。 

    ・ 今後手話に関する施策を関係機関や関係団体に協力
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いただきながら普及促進していきたいと考えている。 

 

会 長  ただいまの事務局の説明について、委員の皆様からご

質問やご意見はございますか。 

 

委 員  ［特になし］ 

 

⑶  共同生活援助における地域連携推進会議の設置義務化に

ついて 

【資料１３】 

 

会 長  その他の事項の３番目、「共同生活援助における地域

連携推進会議の設置義務化」について、事務局より説明

をお願いします。 

 

事務局 ・ 共同生活援助におけるサービス提供体制の確保のた

め、令和７年４月からグループホームに地域連携推進

会議の設置が義務付けられた。 

    ・ 会議の構成員は、利用者家族や利用者、地域の関係

者については選定必須とされているが、福祉に知見が

ある人、経営に知見のある人、市町村担当者等につい

ては、各法人の運用基準等に応じて選定することとさ

れている。 

    ・ 地域連携推進会議が適正に運営されるよう、市とし

ても協力していきたいと考えているので、市町村担当

者等を選定する際には障害福祉課までご相談いただき

たい。 

 

会 長  ただいまの事務局の説明について、委員の皆様からご

質問やご意見はございますか。 

 

委 員  ［特になし］ 

 

⑷ 障害福祉課関係の主なイベントの開催案内 

 

 

会 長  その他の事項の４番目、「障害福祉課関係の主なイベ

ントの開催案内」について、事務局より説明をお願いし

ます。 

 

事務局 ・ こどものためのおまつりとして、伊勢崎こどもEXPO

を７月１２日（土）にくわまるプラザ（伊勢崎市保健

センター）で開催する。 

    ・ キッチンカーによる出店や遊び体験、公立幼稚園の

先生方による読み聞かせやワークショップを行うの

で、時間がある方はぜひお越しいただきたい。 

 

会 長  ただいまの事務局の説明について、委員の皆様からご

質問やご意見はございますか。 
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委 員  ［特になし］ 

 

６ 閉会 

 

事務局 ・ 伊勢崎市手をつなぐ育成会については、障害福祉課

が事務局となり事業を実施しており、令和６年度から

賛助会員を募集し、賛助会費を募って事業運営を行っ

ている。賛助会員募集の案内チラシを配布させていた

だいたので、内容をご確認いただき、趣旨に賛同いた

だける方は、会費の納入等、事務局までご相談いただ

きたい。 

    ・ 次回の全体会議を令和７年１０月３０日（木）午後

２時から開催したい。 

 

 委 員  ［異議なし］ 

 

 事務局  以上をもちまして、令和７年度第２回伊勢崎市自立

支援協議会全体会を終了させていただきます。 

      長時間にわたりご協議いただき、ありがとうござい

ました。 

 

 

 


